
議第１２９号 

   専決処分の承認について 

 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について，令和２年 

１１月３０日別紙のとおり専決処分をしたので報告し，承認を求める。  

 

 

 

（提案理由） 

国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じた期末手当の改定を行うため，呉市

職員の給与に関する条例等の一部改正について地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分をしたので，同条第３項の規定により，この案を提出する。 



 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年１１月３０日 

                  呉市長 新 原 芳 明 

呉市条例第３５号 

呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

（呉市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条 呉市職員の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （期末手当）  （期末手当） 

第１４条の４ 略 第１４条の４ 略 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００

分の２２５（第１４条の５の規定により勤勉

手当を支給することとなる場合においては，

１００分の１３０）を乗じて得た額に，基準

日以前６箇月以内の期間におけるその者の次

の各号に掲げる在職期間の区分に応じ，当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月

に支給する場合においては１００分の２２５

（第１４条の５の規定により勤勉手当を支給

することとなる場合においては，１００分の

１３０），１２月に支給する場合においては

１００分の２２０（第１４条の５の規定によ

り勤勉手当を支給することとなる場合におい

ては，１００分の１２５）を乗じて得た額

に，基準日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応

じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては，同項中「１００分の１３０」とある

のは「１００分の７２．５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては，同項中「１００分の１３０」とある

のは「１００分の７２．５」と，「１００分

の１２５」とあるのは「１００分の７２．

５」とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年呉市条例第２号）

の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。  

改正前 改正後 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 



第８条 略 第８条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第

１項，第１４条の３の２第１項及び第２項並

びに第１４条の４第２項の規定の適用につい

ては，給与条例第２条第１項中「及び義務教

育等教員特別手当」とあるのは「，義務教育

等教員特別手当及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１６年呉市条例第２

号。以下「任期付職員条例」という。）第７

条第３項の特定任期付職員業績手当」と，給

与条例第１４条の３の２第１項中「第６条の

２に規定する職員」とあるのは「任期付職員

条例第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員」と，給与条例第１４条の３

の２第２項中「１２，０００円を超えない範

囲内において規則で定める額」とあるのは

「１２，０００円」と，給与条例第１４条の

４第２項中「１００分の２２５」とあるのは

「１００分の１７０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第

１項，第１４条の３の２第１項及び第２項並

びに第１４条の４第２項の規定の適用につい

ては，給与条例第２条第１項中「及び義務教

育等教員特別手当」とあるのは「，義務教育

等教員特別手当及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１６年呉市条例第２

号。以下「任期付職員条例」という。）第７

条第３項の特定任期付職員業績手当」と，給

与条例第１４条の３の２第１項中「第６条の

２に規定する職員」とあるのは「任期付職員

条例第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員」と，給与条例第１４条の３

の２第２項中「１２，０００円を超えない範

囲内において規則で定める額」とあるのは

「１２，０００円」と，給与条例第１４条の

４第２項中「１００分の２２５」とあるのは

「１００分の１７０」と，「１００分の２２

０」とあるのは「１００分の１６５」とす

る。 

３～６ 略 ３～６ 略 

（呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

第３条 呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年呉市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。  

改正前 改正後 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 給与条例第１４条の４から第１４条の

４の３まで（第１４条の４第１項後段を除

く。）の規定は，任期の定めが６月以上で６

月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する会

計年度任用職員（規則で定める者を除く。以

下この条において同じ。）について準用す

る。この場合において，給与条例第１４条の

４第２項中「１００分の２２５」とあるのは

「１００分の１３０」と，同条第４項中「そ

れぞれその基準日現在（退職し，若しくは失

第７条 給与条例第１４条の４から第１４条の

４の３まで（第１４条の４第１項後段を除

く。）の規定は，任期の定めが６月以上で６

月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する会

計年度任用職員（規則で定める者を除く。以

下この条において同じ。）について準用す

る。この場合において，給与条例第１４条の

４第２項中「１００分の２２５」とあるのは

「１００分の１３０」と，「１００分の２２

０」とあるのは「１００分の１２５」と，同



職し，又は死亡した職員にあつては，退職

し，若しくは失職し，又は死亡した日現在）

において職員が受けるべき給料及び扶養手当

の月額並びにこれらに対する地域手当の月額

の合計額」とあるのは，「規則で定める基準

に従い任命権者が定める額」と読み替えるも

のとする。 

条第４項中「それぞれその基準日現在（退職

し，若しくは失職し，又は死亡した職員にあ

つては，退職し，若しくは失職し，又は死亡

した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地

域手当の月額の合計額」とあるのは，「規則

で定める基準に従い任命権者が定める額」と

読み替えるものとする。 

２ 略 ２ 略 

付 則  

 この条例は，令和２年１２月１日から施行する。  


